
 

大館市コンポストセンター運転業務 基本事項説明書 
 
 
 １．業務名称 大館市コンポストセンター運転業務 
 
 
 ２．履行場所 
   所在地  大館市大披字向台10番地 
   名 称  大館市コンポストセンター 
 
 
 ３．履行期間 
   令和6年 6月 1日～令和7年 3月 31日 
 
 
 ４．委託料の支払い 

①  業務委託料の支払は月払とする。 
②  業務委託料の支払の請求に先立ち、当該月の業務報告書を提出すること。 
③  月ごとの業務委託料に係る請求書は、上記報告書の確認終了後に提出する
こと。 

④  月ごとの業務委託料は、上記③の請求に基づき、請求のあった日から30日
以内に支払うものとする。 

 
 



 

大館市コンポストセンター運転業務 仕様書 
 
 
委託内容 
  １．業務内容 

(1)  大館市が指導する良質堆肥の製造 
 (粉堆肥及びペレット堆肥) 

(2)  搬入原料(生ごみ、鶏糞等)の適正な処理 
(3)  大館市が指定する場所からの籾殻の運搬 
(4)  堆肥製造工程において必要な施設、機器の運転操作 
(5)  当該施設、機器の保守管理、及び施設内の清掃 
 (ペレット製造装置の保守管理及び機器等の軽微な修繕を含む) 

(6)  臭気抑制に関しての適正な作業 
 (年 4回の脱臭槽撹拌作業を含む) 

(7)  堆肥製造過程において排出される産業廃棄物等の処理 
(8)  大館市等の指示による、生産堆肥保管のための運搬作業 
(9)  当該施設運営に係る各種報告書の整備  
(10)  その他、当該施設の運営に関して市が必要と認めた事項 

 
  ２．業 務 
    （1） 業務時間 8時 15分から17時 15分まで 
    （2） 業 務 日 別紙カレンダーによる（色塗りの日は休業日） 
    （3） 袋詰作業及びばら堆肥の配達については別途契約として契約を締結 
        する。 
    （4）  大館市が必要と認めた場合は、休日の変更および勤務時間を変更する 

場合がある。 
 
  ３．費用負担 
     受注者 運転業務に使用する作業服等 
     発注者 運転業務に使用する各種機器類、マスク等 
 
  ４．その他条件については、義務事項明細書に基づくものとする。 
 
 
 



 

義務事項明細書 

 

 

１．大館市コンポストセンター運転業務は、業務の重要性及び大館市コンポストセンタ

ーが公共施設であることを十分に認識し、廃棄物処理関係法令等及び大館市の関係条

例、規則・規定を遵守し、業務仕様書の定めるところにより業務を遂行するものであ

る。 

 

２．次に掲げる資格を有する者を履行場所に各1名以上配置して業務を遂行するものと 

する。 

  （1）施設管理者  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第1項に規定する 

            技術管理者の資格を有する者。 

  （2）作 業 員  車両系建設機械運転技能講習修了証及びフォークリフト運転 

            技能講習修了証の資格を有する者。 

 

３．２．で配置した人員について、業務遂行に十分な知識を有していないことが判明し

た場合は、人員配置を見直すものとする。 

 

４．施設管理者について、大館市コンポストセンター業務時間内は施設へ常駐するもの

とする。 

 

５．作業時は2名以上の体制をとること。 

 

６．堆肥製造工程における各種作業時間については、適宜調整するものとする。 

  これは、搬入された生ごみ及び鶏糞等を遅滞なく密閉式縦型コンポストへ投入する

ためと、密閉式縦型コンポストから内容物を適正に排出できるようにするためである。 
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業 務 名 大館市コンポストセンター運転業務

工　　　種　　・　　種　　　別 数　量 単位 金　　　　額 備　　　　　　　　考

運転業務 1.0 式 内訳　第１号

諸経費 1.0 式

業務委託価格 1.0 式

消費税相当額 10.0 ％

業務委託費計 1.0 式

大　館　市



業 務 名 大館市コンポストセンター運転業務 内訳　第１号

工　　種　・　名　　称 寸　　法　・　規　　格 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

運転業務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条

施設管理者 第1項に基づく技術管理者　1日8時間×1名 241.0 日
建設機械及びﾌｫｰｸﾘﾌﾄ技能講習修了証保持者

作業員 重機等オペレーター　1日8時間×1名 241.0 日

計

大　館　市



件 名 大館市コンポストセンター運転業務

確 認 年 月 日 令和　　年　　月　　日

会 社 名

氏 名

ホームページ掲載の仕様書により内容を確認しました。

※  ホームページ掲載の仕様書等で、業務の内容を確認された方は、入札参加申込書に
　本確認書を添付してください。

仕様書確認書
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